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(57)【要約】
【課題】内視鏡検査終了後、体内で挿入部に付着した汚
物によって不具合か発生することを解消する内視鏡用マ
ウスピースを提供する。
【解決手段】内視鏡用マウスピース１０は、患者１に対
し経口で内視鏡２の挿入部３を挿入する際、挿入部３が
挿通される管路３４を有する、患者１の口にくわえられ
る内視鏡用マウスピース１０である。管路３４における
、使用時に患者１の体外に位置する側の端に設けられる
、第１の開口３５ｍを有する第１開口部３５と、管路３
４における、使用時に患者１の体内に位置する側の端に
設けられる、開口面積が第１の開口３５ｍよりも大きく
設定された第２の開口３６ｍを有する第２開口部３６と
、第２開口部３６の内部に配置されて内視鏡２の挿入部
３が第１の開口３５ｍ側に向けて移動される際にのみ挿
入部３の外周面に対して作用するブラシ部２０と、を具
備している。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者に対し経口で内視鏡の挿入部を挿入する際、該挿入部が挿通される管路を有する、
該患者の口にくわえられる内視鏡用マウスピースにおいて、
　上記管路における、使用時に患者の体外に位置する側の端に設けられた、第１開口を有
する第１開口部と、
　上記管路における、上記使用時に上記患者の体内に位置する側の端に設けられる、開口
面積が上記第１開口よりも大きく設定された第２開口を有する第２開口部と、
　上記第２開口部の内部に配置されて上記内視鏡の挿入部が上記第１開口側に向けて移動
される際にのみ該挿入部の外周面に対して作用するブラシ部と、
　を具備することを特徴とする内視鏡用マウスピース。
【請求項２】
　上記ブラシ部は、上記第２開口部に対し着脱自在であることを特徴とする請求項１に記
載の内視鏡用マウスピース。
【請求項３】
　上記ブラシ部は、上記第２開口部に対して固定状態であることを特徴とする請求項１に
記載の内視鏡用マウスピース。
【請求項４】
　上記ブラシ部は、破壊されることで上記第２開口部から除去されることを特徴とする請
求項３に記載の内視鏡用マウスピース。
【請求項５】
　上記ブラシ部は、上記挿入部が通過する孔状部を有し、該孔状部の内径が上記管路に挿
通される上記内視鏡の挿入部における外径以下であることを特徴とする請求項１に記載の
内視鏡用マウスピース。
【請求項６】
　上記第１開口部と２開口部とは、上記管路の中途に位置する段差面を備えていることを
特徴とする請求項１に記載の内視鏡用マウスピース。
【請求項７】
　上記第２開口部における上記段差面と上記第２開口との間に、断面積が該第２開口の開
口面積より大きく設定したポケットを設けたことを特徴とする請求項６に記載の内視鏡用
マウスピース。
【請求項８】
　上記ブラシ部は、周状に設けられた弾性変形可能な汚物除去片を有し、該汚物除去片の
中心側端面は、該ブラシ部の一面から予め定めた一方向に向けて傾斜していることを特徴
とする請求項５に記載の内視鏡用マウスピース。
【請求項９】
　前記管路は、テーパー孔であって、上記第１開口と上記第２開口とを備えることを特徴
とする請求項１に記載の内視鏡用マウスピース。
【請求項１０】
　上記ブラシ部は、上記管路内に管路中心軸に沿って複数設けられていることを特徴とす
る請求項１に記載の内視鏡用マウスピース。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡の挿入部を経口で挿入する際に患者の口に装着されて使用される内視
鏡用マウスピースに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、細長の挿入部を体腔内等へ挿入して観察を行なうと共に、必要に応じて各種
治療処置を行なうことのできる内視鏡が広く使用されている。内視鏡の挿入部を経口挿入
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する際、内視鏡用マウスピースを使用する。
【０００３】
　内視鏡用マウスピースは、例えば樹脂製であって、内視鏡の挿入部を挿通するための貫
通孔が設けられている。内視鏡用マウスピースは、該マウスピースの一部を患者の口腔内
に挿入し、その挿入された部分を該患者がくわえることによって患者の口に装着される。
【０００４】
　患者が内視鏡用マウスピースの一部をくわえることによって、該マウスピースの貫通孔
を通して内視鏡の挿入部を容易に体内に導入することが可能になると共に、患者の歯が内
視鏡の挿入部に当たることを防止することが可能となる。
【０００５】
　例えば、特許文献１には被検者に与える不快感を軽減することができるマウスピースが
開示されている。このマウスピースでは、内視鏡検査中に口腔に溜まった唾液を唾液吸引
チューブにより吸引することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１２－２３１８３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、内視鏡検査中、体内に挿入された挿入部には体液等の汚物が付着する。
そして、挿入部に付着した汚物は、内視鏡検査終了後に該挿入部をマウスピース内から抜
去する際、該マウスピース外方に飛散して患者ベッド周辺を汚す、あるいは、抜去した後
に挿入部に付着していた汚物が滴下して検査室等の床を汚す、等の不具合が発生するおそ
れがあった。
【０００８】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、内視鏡検査終了後、体内で挿入部に付
着した汚物によって発生する不具合を解消する内視鏡用マウスピースを提供することを目
的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一態様の内視鏡用マウスピースは、患者に対し経口で内視鏡の挿入部を挿入す
る際、該挿入部が挿通される管路を有する、該患者の口にくわえられる内視鏡用マウスピ
ースであって、上記管路における、使用時に患者の体外に位置する側の端に設けられる、
第１開口を有する第１開口部と、上記管路における、上記使用時に上記患者の体内に位置
する側の端に設けられる、開口面積が上記第１開口よりも大きく設定された第２開口を有
する第２開口部と、上記第２開口部の内部に配置されて上記内視鏡の挿入部が上記第１開
口側に向けて移動される際にのみ該挿入部の外周面に対して作用するブラシ部と、を具備
している。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、内視鏡検査終了後、体内で挿入部に付着した汚物によって発生する不
具合を解消する内視鏡用マウスピースを実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】患者にくわえられた内視鏡用マウスピースと内視鏡用マウスピースの管路を介し
て体内に導入される挿入部とを示す図
【図２Ａ】ブラシ部を説明する図であって、ブラシ部の正面図
【図２Ｂ】図２ＡのＹ２Ｂ－Ｙ２Ｂ線断面図
【図２Ｃ】傾斜した舌片を設けたブラシ部を説明する図
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【図３】マウスピースの本体を説明する図
【図４】マウスピースの本体における第２開口部とブラシ部との関係を主に説明する図
【図５Ａ】挿入部を内視鏡用マウスピースの本体に設けられた第１開口部内に挿入する状
態および挿入部がブラシ部の孔部を通過してマウスピースの本体の外方に導出された状態
を説明する図
【図５Ｂ】ブラシ部の舌片の除去端面が挿入部の外周面に当接して弾性変形している状態
を説明する図
【図５Ｃ】抜去時においてブラシ部を通過する挿入部に対する該ブラシ部の作用を説明す
る図
【図５Ｄ】抜去されている挿入部がブラシ部を通過した状態であって、挿入部の外周面か
ら除去されて第２開口部に汚物が留まった状態を示す図
【図６Ａ】ブラシ部を第２開口部に固定するための固定管状部材を説明する図
【図６Ｂ】第２開口部に配置したブラシ部と第２開口部に配置される固定管状部材とを説
明する図
【図６Ｃ】第２開口部に配置した固定管状部材をマウスピースの本体に一体に固定する固
定具を説明する図
【図７】第２開口部に設けられるブラシ部配設用溝とブラシ部配設用溝に配設されるブラ
シ部とを説明する図
【図８Ａ】マウスピースの本体に設けられる管路の他の構成例を説明する図
【図８Ｂ】マウスピースの本体に設けられる管路の別の構成例を説明する図
【図９】マウスピースの本体の第２開口部に複数のブラシ部を設けた構成例を説明する図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。　
　なお、以下の説明に用いる各図面は、模式的に示すものであり、各構成要素を図面上で
認識可能な程度に示すために、各部材の寸法関係や縮尺等は、構成要素毎に縮尺を異なら
せてあるものもある。本発明は、これらの図に記載された構成要素の数量、構成要素の形
状、構成要素の大きさの比率、および各構成要素の相対的な位置関係のみに限定されるも
のではない。
【００１３】
　図１に示すように患者１の口腔１Ｍから内視鏡２の挿入部３を挿入する際、患者１の口
には内視鏡用マウスピース（以下、マウスピース）１０が装着される。マウスピース１０
は、ブラシ部２０と本体３０と、を備えている。内視鏡２の挿入部３は、患者１がくわえ
た本体３０に設けられた管路３４内を通過した後、管腔１Ｅに導入されていく。挿入部３
は、先端側から順に先端部４、湾曲部５、可撓管部６を備えている。挿入部３の外径はＤ
である。
【００１４】
　図２Ａ、図２Ｂに示すブラシ部２０は、予め定めた弾発性を有する素材で例えば円板形
状に形成されている。ブラシ部２０には複数の舌状の汚物除去片（以下、舌片と記載する
）２１が周方向に設けられている。
　なお、ブラシ部２０を形成する素材としては、内視鏡２の挿入部３の外周面を傷付けな
いよう、外周面を構成する外皮よりも柔らかい樹脂部材あるいはゴム部材が好適である。
【００１５】
　複数の舌片２１は、中央部に設けられた貫通孔である孔部２２の周囲に複数の切れ込み
溝２３を放射状に形成して構成される。つまり、ブラシ部２０は、いわゆる菊割れゴムで
ある。　
　各舌片２１は、終端２３ｅを基端にしてその先端側が弾性変形可能である。なお、孔部
２２は、放射状に複数の切れ込み溝２３を形成することで、外周に複数の舌片２１を構成
している。
【００１６】
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　孔部２２の内径は、管路３４に挿通される挿入部３における外径Ｄ以下であるｄに設定
してある。そのため、孔部２２内を挿入部３が通過する際、該挿入部の外周面は、舌片２
１の中心側端面である除去面２４に当接する。つまり、除去面２４は、孔部２２の周面の
一部である。　
　この構成によれば、舌片２１は、挿入部３が孔部２２内を通過する際にその外周面が除
去面２４に当接することによって弾性変形されるようになっている。
【００１７】
　符号２５は根本部であって、ブラシ部２０の外周側端部を形作っている。具体的に、根
本部２５は、舌片２１を形成する切れ込み溝２３の終端２３ｅからブラシ部２０の外周面
２０ｏまでの周状範囲である。
【００１８】
　本実施形態において、ブラシ部２０は、図２Ｃに示す舌片２１Ａを備えている。舌片２
１Ａは、終端２３ｅ近傍から予め定めた一方向に予め定めた角度傾斜して形成されている
。以下の説明において、舌片２１Ａを傾斜舌片２１Ａと記載する。　
　傾斜舌片２１Ａにおいて、除去面２４の一方端２４ａは、ブラシ部２０の設置面２０ｆ
の反対面であるブラシ部の一面より距離Ｌだけ突出している。そして、除去面２４の少な
くとも他方端２４ｂは、挿入部３の外周面に当接する。
【００１９】
　つまり、傾斜舌片２１Ａにおいて、除去面２４の他方端２４ｂ側の内径が、管路３４に
挿通される挿入部３における外径Ｄより小さいｄに設定してある。舌片２１及び傾斜舌片
２１Ａは、挿入部３が設置面２０ｆ側から一面側方向に移動する際には挿入部３の通過を
妨げることが無いように弾性変形する。そして、除去面２４は、弾性力によって挿入部３
の外周面上に配置され続ける。
【００２０】
　一方、挿入部３が一面側から設置面２０ｆ側方向に移動する際には挿入部３の外周面上
に弾性力によって除去面２４が配置されている。そして、舌片２１、２１Ａの除去面２４
は、この除去面２４が挿入部３の外周面に配置された状態おいて、該挿入部３が予め定め
た方向に移動された後述するように汚物を除去する作用を有する。
【００２１】
　傾斜舌片２１Ａは、予め定めた角度傾斜して一面から突出して形成されている。このた
め、汚物除去作用時において、傾斜舌片２１Ａは、舌片２１に比べて除去面２４が設置面
２０ｆ側に弾性変形され難い。言い換えれば、傾斜舌片２１Ａの除去面２４は、舌片２１
の除去面２４に比べてより安定的に挿入部３の外周面に配置される。
【００２２】
　図３に示すようにマウスピース１０の本体３０は、鍔部３１と、噛付部３２と、フラン
ジ部３３と、を備える。噛付部３２は管状部であって、噛付部３２の外径は、患者の口腔
１Ｍに配置されるように予め定めた径に設定されている。符号３４は管路である。符号ａ
３０は、管路中心軸であって、本体３０の中心軸でもある。
【００２３】
　鍔部３１は、噛付部３２の外周面より予め定めた量突出して形成されている。鍔部３１
は、本体３０の一端部であって患者１の体外に位置する側の端である体外側端部である。
これに対して、フランジ部３３は、本体３０の他端部であって患者１の体内に位置する側
の端である体内側端部である。
【００２４】
　本体３０に設けられた管路３４は、第１開口部３５と第２開口部３６とを備える段付き
の貫通孔である。第１開口部３５は、鍔部３１の鍔端面３１ｆに第１の開口３５ｍを有し
ている。第１の開口３５ｍは、挿入部３を管路３４内に導く導入口であり、該開口３５ｍ
の径は挿入部３の外径Ｄより予め大径なＤ１に設定されている。
【００２５】
　第２開口部３６は、フランジ部３３のフランジ端面３３ｒに第２の開口３６ｍを有して
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いる。第２の開口３６ｍは、管路３４内に導入された挿入部３を口腔１Ｍに導く導出口で
あり、該開口３６ｍの径は、第１の開口３５ｍの径Ｄ１より大径なＤ２に設定されている
。言い換えれば、第２の開口３６ｍの開口面積は、第１の開口３５ｍの開口面積よりも予
め大きく設定してある。
　この結果、第２開口部３６は、段差面を有して収容空間と成り得る。そして、第２開口
部３６は、段差面として第２開口平面３６ｄを有している。段差面は管路３４の中途に設
けられている。
【００２６】
　図４に示すブラシ部２０は例えば傾斜舌片２１Ａを備えている。傾斜舌片２１Ａを備え
るブラシ部２０は、設置面２０ｆを第２開口平面３６ｄに向けて矢印に示すように本体３
０の第２開口３６ｍから第２開口部３６内に挿入される。
　このことによって、ブラシ部２０の傾斜舌片２１Ａの除去端２４ａが、第２開口部３６
内において第２開口３６ｍ側を向いて配置される。
【００２７】
　なお、ブラシ部２０は、第２開口部３６内に例えば接着によって一体固定される。本体
３０の第２開口部３６内にブラシ部２０が接着固定されることによって、マウスピース１
０が構成される。
【００２８】
　また、本実施形態において、第１開口３５ｍ及び第２開口３６ｍは円形であるが第１開
口３５ｍ及び第２開口３６ｍは楕円形、あるいは、矩形等であってもよい。そして、第２
開口３６ｍが楕円形、あるいは、矩形である場合、ブラシ部２０はその形状に合わせて楕
円板形状、あるいは、矩形板形状に形成される。
【００２９】
　図５Ａ－図５Ｄを参照して上述のように構成されているマウスピース１０の作用を説明
する。なお、以下の説明において図５Ａ－図５Ｄ中からは患者を省略している。
　内視鏡２の挿入部３を経口で挿入して内視鏡観察を行なうにあたって、患者はマウスピ
ース１０の本体３０をくわえる。
【００３０】
　ユーザは、図５Ａに示すように挿入部３の先端部４を、マウスピース１０を構成する本
体３０に設けられた第１開口３５ｍから第１開口部３５内に挿入して前進させていく。
【００３１】
　すると、挿入部３の先端部４が第１開口部３５内を通過して第２開口部３６の第２開口
平面３６ｄに固定されたブラシ部２０の孔部２２内に挿通される。その後、挿入部３の先
端部４は、孔部２２内を通過して二点鎖線で示すように第２開口３６ｍからマウスピース
１０の外方に導出され、その後観察部位に到達する。
【００３２】
　挿入部３が挿通されるブラシ部２０の孔部２２は、上述したように傾斜舌片２１Ａの除
去面２４の他方端２４ｂ側であって、その内径は挿入部３の外径よりも小さい。このため
、孔部２２内を通過する際、挿入部３の外周面が他方端２４ｂを含む除去面２４に接触す
る。
【００３３】
　この結果、図５Ｂに示すように傾斜舌片２１Ａは、弾性力に抗して第２開口３６ｍ側に
変形される。そして、変形された傾斜舌片２１Ａの除去面２４は、ブラシ部２０の有する
弾性力によって常時挿入部３の外周面に接触した状態で保持され続ける。
【００３４】
　内視鏡検査終了後、挿入部３は第１の開口３５ｍ側に向けて抜去される。図５Ｃに示す
ように体内から抜去されてくる挿入部３の外周面には汚物７が付着している。挿入部３の
外周面には、孔部２２を構成する他方端２４ｂを含む除去面２４が接触した状態である。
【００３５】
　このため、汚物７が付着した挿入部３が孔部２２内に侵入して第１の開口３５ｍ側に移



(7) JP 2018-191907 A 2018.12.6

10

20

30

40

50

動されていくと、該挿入部３の外周面に接触保持されている除去面２４によって当該挿入
部３に付着していた汚物７が削ぎ落とされるように除去される。
【００３６】
　そして、挿入部３の外周面から除去された汚物７は、第２開口部３６内に落下する。第
２開口部３６内に落下した汚物７は、第２開口部３６に設けられた第２開口平面３６ｄに
よって第１開口部３５側に移動されることが防止されて第２開口部３６内に溜められてい
く。
【００３７】
　その後、図５Ｄに示すように汚物７が付着した挿入部３は、孔部２２内を通過する。こ
の結果、第１の開口３５ｍからは汚物７を除去された状態の挿入部がマウスピース１０の
外方に導出される。一方、挿入部３の外周面に付着していて傾斜舌片２１Ａによって除去
された汚物７は、第２開口部３６内に留まる。
【００３８】
　内視鏡２の挿入部３が本体３０から抜去され、患者の口からマウスピース１０が取り外
されることによって内視鏡検査を終了する。抜去された内視鏡２は、洗浄消毒され、マウ
スピース１０は例えば廃棄される。
【００３９】
　このように、本体３０に挿入部３が挿通される、第１開口部３５及び第２開口部３６を
有する管路３４を設け、第２開口部３６の第２開口平面３６ｄに挿入部３の外径より内径
を小さく設定した孔部２２を有するブラシ部２０が固設して内視鏡マウスピース１０を構
成する。
【００４０】
　この結果、管路３４内に挿通された挿入部３がブラシ部２０の孔部２２内を通過するこ
とによって、挿入部３の外周面の周方向にブラシ部２０の複数の舌片２１または傾斜舌片
２１Ａが弾性変形され、その後、付勢力によって常時挿入部３の外周面上に配置保持され
た状態になる。
【００４１】
　したがって、内視鏡検査終了後、挿入部３を抜去するとき、該挿入部が孔部２２内に導
入されることによって、挿入部３の外周面に付着していた汚物７を除去しつつ、除去した
汚物７を第２開口部３６内に溜められる。このため、マウスピース１０の外方に汚物７が
飛散すること等を防止することができると共に、除去面２４によって除去された汚物７を
第１開口部３５側に移動させること無く第２開口部３６内に留めておくことができる。
【００４２】
　これらのことによって、患者ベッド周辺を汚す、あるいは、検査室等の床を汚す不具合
の発生を防止することができると共に、スムーズに内視鏡洗浄作業に移行することができ
る。
【００４３】
　なお、上述において、ブラシ部２０を第２開口平面３６ｄに接着固定して該ブラシ部２
０を第２開口部３６に配設してマウスピース１０を構成する、としていた。しかし、図６
Ａに示す固定管状部材４０を用いてブラシ部２０を第２開口部３６に配設してマウスピー
ス１０を構成するようにしてもよい。
【００４４】
　図６Ａに示す固定管状部材４０は、管路の一部となる貫通孔４１と、本体部４２と、固
定用凸部４３と、を備えている。貫通孔４１の開口面積は、第１開口３５ｍの開口面積よ
りも大きい。本体部４２の外径は、第２開口部３６の内径よりも所定のクリアランス分だ
け小さく設定されている。したがって、図６Ｂの矢印に示すように固定管状部材４０の本
体部４２は、第２開口部３６内に挿通配置可能である。
【００４５】
　なお、符号４２ｆは、保持面であって、ブラシ部２０の根本部２５の面上に配置される
。符号４３ｆは当接面であって、ブラシ部２０のフランジ端面（図６Ｂの符号３３ｒ）に
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設置される。また、符号４４は、逃がし孔であり、固定ボルト（図６Ｃの符号４５）が挿
通可能である。
【００４６】
　ここで、ブラシ部２０の固定について説明する。　
　図６Ｂに示すようにブラシ部２０の設置面２０ｆを第２開口平面３６ｄに配置し、この
配置状態でにおいて固定管状部材４０の本体部４２を第２開口部３６内に矢印に示すよう
に挿入していく。
【００４７】
　すると、図６Ｃに示すように固定管状部材４０の本体部４２が第２開口部３６内に挿入
して、保持面４２ｆを根本部２５の面上に配置させる。この配置状態で、例えば固定ボル
ト４５を図示されていない雌ネジ部に螺合して固定管状部材４０を本体３０に一体固定す
る、あるいは、固定ボルト４５の代わりにクリップのように機能する挟持部材４６で固定
管状部材４０の固定用凸部４３と本体３０のフランジ部３３とを挟み込んで一体固定状態
にする。
【００４８】
　このことによって、ブラシ部２０が本体３０に予め定めた状態に固設されてマウスピー
ス１０が構成される。　
　これらの構成によれば、固定ボルト４５、または、挟持部材４６を本体３０から取り外
すことによって固定管状部材４０を第２開口部３６内から取り出した後、ブラシ部２０を
第２開口部３６内から取り外せる。言い換えれば、ブラシ部２０を、本体３０に対して着
脱自在な構成にすることができる。
【００４９】
　なお、固定ボルト４５、または、挟持部材４６を用いること無く、図７に示すように第
２開口部３６内に管路中心軸ａ３０方向に突出する周状凸部３６ｃを設けるようにしても
よい。この結果、周状凸部３６ｃの一面と第２開口平面３６ｄとの間に形成される周溝が
ブラシ部配設用溝３６ｇとして機能する。
【００５０】
　この構成によれば、ブラシ部２０を弾性変形させてブラシ部配設用溝３６ｇに配置する
このことによって、ブラシ部２０が本体３０に予め定めた状態に固設されてマウスピース
１０が構成される。
【００５１】
　上述した実施形態において管路３４は、第１開口部３５と第２開口部３６とを備える段
付きの貫通孔であった。しかし、管路３４は、第１開口部３５と第２開口部３６とを備え
る貫通孔に限定されるもので無く、図８Ａ、図８Ｂ、図９に示す構成等であってもよい。
【００５２】
　図８Ａにおいて管路３４Ａは、第１の開口３５ｍを有する第１開口部３５と、第２開口
部３６Ａと、備えている。本実施形態において、第２開口部３６Ａは、第２開口平面３６
ｄを有する段差空間部３７Ａと、第２の開口３６ｍを有する導出口部３７Ｂと、段差空間
部３７Ａと導出口部３７Ｂとの中途に設けられたポケット部３７Ｃと、を有している。
【００５３】
　段差空間部３７Ａの開口面積および導出口部３７Ｂの開口面積は、第２開口部３６の開
口面積と同様である。これに対して、ポケット部３７Ｃの開口面積は、段差空間部３７Ａ
および導出口部３７Ｂの開口面積より予め大きく設定されている。つまり、ポケット部３
７Ｃの径は、第２の開口３６ｍの径Ｄ２より大径なＤ３に設定されている。
【００５４】
　本実施形態において、ポケット部３７Ｃは、汚物７を第２開口部３６Ａ内に留めるため
の収容空間である。ポケット部３７Ｃの開口面積が段差空間部３７Ａおよび導出口部３７
Ｂの開口面積より大きく設定されていることにより、除去されてポケット部３７Ｃに収容
された汚物７が段差空間部３７Ａ側及び導出口部３７Ｂ側に移動することが防止される。
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　この構成によれば、ブラシ部２０の除去面２４によって除去された挿入３の外周面に付
着していた汚物７を、確実に段差空間部３７Ａ内及びポケット部３７Ｃに留めることがで
きる。
【００５５】
　なお、図８Ｂにおいて、管路３４は、テーパー孔３８であってもよい。テーパー孔３８
は、体外開口３８ｆと体内開口３８ｒとを備える。体外開口３８ｆは、第１の開口３５ｍ
として機能し、体内開口３８ｒは第２の開口３６ｍとして機能する。
【００５６】
　本実施形態において、ブラシ部２０は、体外開口３８ｆより鍔端面３１ｆ側に設けられ
る。そして、鍔端面３１ｆ側にはブラシ部用凹部３９ａと、固定部材用凹部３９ｂとが形
成してある。ブラシ部用凹部３９ａにはブラシ部２０が配設される。固定部材用凹部３９
ｂにはリング形状の蓋部材４７が配置される。蓋部材４７は、固定ネジ４８によって鍔端
面３１ｆに固設されるようになっている。ブラシ部２０を本体３０に一体固定することに
よってマウスピース１０が構成される。
【００５７】
　なお、体外開口３８ｆの半径は、ブラシ部２０中心から終端２３ｅまでの距離より長く
設定して体外開口３８ｆが根本部２５上に位置する、また、符号４７ｈは蓋部材４７の中
央貫通孔であって、内周面は根本部２５上に位置するように形成されている。
【００５８】
　このように、管路３４をテーパー孔３８とし、体外開口３８ｆを根本部２５上に位置さ
せることによって、汚物をテーパー孔３８内に溜めて上述と同様の作用及び効果を得るこ
とができる。
【００５９】
　なお、図８Ｂの円８Ｃで囲んだ体外開口３８ｒの稜線に沿って周状凸部３８ｃを形成し
て、汚物が体外開口３８ｒ側からマウスピース１０の外方に移動することを防止するよう
にしてもよい。
【００６０】
　上述した実施形態において第２開口部３６内にブラシ部２０を１つ配設していた。しか
し、図９に示すように第２開口部３６内に複数のブラシ部２０を配設するようにしてもよ
い。第２開口部３６内には、複数のブラシ部２０と複数のスペーサー４９とが配設される
。複数のブラシ部２０と複数のスペーサー４９とは、例えば、ブラシ部２０、スペーサー
４９の順で交互に第２開口部３６内に管路中心軸ａ３０に沿って収容配置されている。ス
ペーサー４９は、リンク形状部材であって貫通孔を有している。この貫通孔の径は、貫通
孔の内周面が根本部２５上に位置するように設定されている。
【００６１】
　第２開口部３６内に収容されたブラシ部２０及びスペーサー４９は、環状蓋部材５０に
よって該開口部３６内から脱落することが防止される。符号５１は貫通孔、符号５２は座
繰り穴であって、取付ネジ５３が配置される。
【００６２】
　このように複数のブラシ部２０を、スペーサー４９を挟んで第２開口部３６内に配設す
ることによってブラシ部２０の２４で除去した汚物を隣り合うブラシ部２０間の隙間に留
めることができる。その他の作用及び効果は上述した実施形態と同様である。
【００６３】
　尚、本発明は、以上述べた実施形態のみに限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱
しない範囲で種々変形実施可能である。
【符号の説明】
【００６４】
２…内視鏡　３…挿入部　４…先端部　５…湾曲部　６…可撓管部　７…汚物　
１０…マウスピース（内視鏡用マウスピース）　
２０…ブラシ部　２０ｆ…設置面　２０ｏ…外周面　２１…舌片
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２１Ａ…傾斜舌片　２２…孔部　２３…切れ込み溝　２３ｅ…終端　２４…除去面　
２５…根本部　３０…本体　３１…鍔部　３１ｆ…鍔端面　３２…噛付部
３３…フランジ部　３３ｒ…フランジ端面　３４…管路　
３５…第１開口部　３５ｍ…第１の開口　
３６、３６Ａ…第２開口部　３６ｃ…周状凸部　３６ｄ…第２開口平面　
３６ｇ…ブラシ部配設用溝　３６ｍ…第２の開口　
３７Ａ…段差空間部　３７Ｂ…導出口部　３７Ｃ…ポケット部　
３８…テーパー孔　３８ｆ…体外開口　３８ｒ…体内開口
３９ａ…ブラシ部用凹部　３９ｂ…固定部材用凹部　４０…固定管状部材　４１…貫通孔
４２…本体部　４２ｆ…保持面　４３…固定用凸部　４５…固定ボルト　４６…挟持部材
４７…蓋部材　４８…固定ネジ　４９…スペーサー　５０…環状蓋部材

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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